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                                                                令和７年１０月３１日 

福島県南会津建設事務所 
福島県山口土木事務所 

国道３５２号の片側交互通行を規制解除します 
令和７年７月１５日に発生した落石の影響により、片側交互通行となっている国道３５２号

（南会津郡南会津町八総地内）について、令和７年１１月７日（金）１３時から片側交互通行の

規制を解除しますのでお知らせいたします。 
 

 
国道３５２号（南会津郡南会津町八総地内）については、令和７年７月１７日から上り車線を

利用して、片側交互通行としておりました。 

この度、落石により損傷したスノーシェッドの補修が完了することから、片側交互通行を規制

解除します。 

                    記 

 
（１）規制解除日時  令和７年１１月７日（金）１３時 
（２）規制解除区間  南会津郡南会津町八総地内 ～ 南会津郡南会津町八総地内 

        Ｌ=０．９km（別紙参照） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【問い合わせ先】 
福島県南会津建設事務所 企画管理部 

（担当者）企画管理部長 大和田智彦 電話：0241-62-5302（直通） 
福島県山口土木事務所  

（担当者）所    長 脇 坂 昌 義 電話：0241-72-2232（直通） 



国道３５２号 片側交互通行規制解除区間

国道121号標識

国道352号標識

片側交互通行規制解除 Ｌ＝０.９ｋｍ

至 檜枝岐村

至 日光市


